
 

 

 

【参考】代議員の選挙区についての構想イメージ図 
 

 

 

 

 

【立候補】 ※並立制 

 

 

 

 

 

 

 

 

【投票】 ※有権者に２票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特記事項】 ※現役員は非有権者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック 対象市町村（自宅の住所地） 

① 福岡ブロック 福岡市、宗像市、古賀市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、糸島市、 

福津市、那珂川市、糟屋郡 

② 北九州ブロック 北九州市、中間市、行橋市、豊前市、遠賀郡、京都郡、築上郡 

③ 筑豊ブロック 飯塚市、田川市、直方市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、田川郡、嘉穂郡 

④ 筑後ブロック 小郡市、久留米市、筑後市、八女市、大川市、柳川市、大牟田市、朝倉市、 

うきは市、みやま市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡 

 

【注】自宅が県外の場合は、勤務先の住所地とする。 
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全県選挙区とブロック
選挙区の定数配分 

定数は、代議員総数を 

概ね１：１で配分する 

立候補者の要件 
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【注】一般会員は自分のブロックのみ可 
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【注】ブロック選挙区は自分のブロックのみ 
投票可。 

●現役員は、代議員に立候補できない。 

●現役員は、投票することができない。 

 
※内閣府「公益認定等ガイドライン」の 
規定に従う 



 

 

【参考】代議員の選挙区の定数推計（イメージ） 
 

※会員数を 2,000人と仮定し、代議員定数が 40人とした場合の各選挙区の定数推計値 

【注】あくまで現時点の推計値であるため、2027 年度の稼働時点では会員数の変動により、

多少の差異が生じる見込み。 
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立候補者の要件 
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※現職役員を除く 

 


